
◎議会を傍聴するときは、次のことを守ってください。
　 議員の発言を批判したり、議事を妨害しない。

　 帽子、コートなどを着用したり、かさ、カメラ、録音機などを持ち込まない。

＊傍聴希望の方は、議会事務局へお申し出ください。

次の定例会は、９月に開催されます
お気軽に傍聴ください。（定員は30名です）

第234号
令和４年８月１日

   川内村議会事務局
       TEL 0240-38-3803
       FAX 0240-38-2116

   〒 979-1292
　双葉郡川内村
　　　大字上川内字早渡11-24議会議会だだよよりり議会だより
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報　告
◆令和３年度川内村一般会計予算繰越明許費繰越報告
　�　光ケーブル支障移転事業、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業、原油価格高騰

対策支援事業、ふくしま森林再生事業、台風19号による農業施設の災害復旧事業など、計28事業、

総額11億8,558万５千円を繰越した。

◆令和３年度川内村農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費繰越報告
　　県道小野富岡線マンホール高調整事業の額3,000千円を繰越した。

可決した議案
 予 算

◆専決処分の承認を求めることについて（令和３年度　川内村一般会計補正予算（第９号））
　既定の歳入歳出予算額から１億3,950万１千円を減額し、最終的な予算総額を49億4,234

万７千円とするもの。

◆専決処分の承認を求めることについて（令和３年度　川内村後期高齢者医療特別会計
　補正予算（第３号））

　事業費の確定により、歳入歳出予算をそれぞれ597千円減額し歳入歳出それぞれを7,304

万２千円とするもの。

令和４年第２回定例議会　令和４年第２回定例議会　
６月９日から10日まで開催６月９日から10日まで開催

６月定例議会６月定例議会

令和４年度一般会計補正予算、条例改正など
９議案が可決成立

◆定例議会の概要
　 　令和４年第２回定例議会は、６月９日から10日までの２日間の会期で開催され、村長から令

和３年度一般会計予算の繰越明許費繰越報告、農業集落排水事業特別会計予算の繰越報告など２

件の報告と６件の専決処分案件や令和４年度補正予算や条例の一部改正など９案を審査し原案の

とおり承認・可決・同意しました。また、９日の議会初日には、４名の議員が一般質問を行いま

した。
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◆令和４年度川内村一般会計補正予算（第１号）
　既定の歳入歳出予算額に、５億9,165万円を増額し予算額を48億7,165万円とするもの。

　主なものは、歳入では子育て世帯生活支援特別給付金国庫負担金360万円、被災住宅修理支援事

業県補助金360万円、林業・木材産業等振興施設等整備事業県補助金1,086万５千円、除染対策事

業県補助金6,859万２千円、歳出では行政手続きオンライン化対応改修委託料1,267万２千円、子

育て世帯生活支援特別給付金や福島県沖地震による公費解体処理業務委託料14,000千円、宮坂

村営住宅修繕工事費等2,796万６千円、仮置き場原形復旧委託料6,859万２千円など。

◆令和４年度川内村介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）
　歳入歳出それぞれ19万８千円を増額し、歳入歳出総額を４億4,073万５千円とし、令和５年度

からの保険料の段階的な減免措置の廃止に備え、介護保険システムと避難先データのすり合わせ

が必要なため事務委託料を増額するもの。

条　例
◆専決処分の承認を求めることについて（川内村税条例の一部を改正する条例について）
　地方税法の一部を改正する法律の施行により、改正を行うものであり、固定資産税における設備

投資の減価償却等に関係する条項条文並びに負担割合の改正を行うもの。

◆川内村国民健康保険税条例の一部を改正する条例
　令和４年度の課税について、地方税法に定めている所得割額、均等割額、平等割額の３方式を採

用し、国民健康保険事業において必要となる運営費を負担いただくため、本条例の一部を改正する

もの。

◆川内村林政審議会条例の一部を改正する条例
　村長が委嘱又は任命する審議会の委員について、議会との申し合わせのとおり、議員代表者を有

識者に変更し、学識経験者が有識者に含むことから削除するために条例の一部を改正するもの。

◆特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
　農業委員会における農業委員及び農地利用最適化推進委員による積極的な活動を推進するた

め、国は「農地利用最適化交付金事業実施要綱」において、活動実績に応じて報酬等を支給するもの

と改めたことから、これまでの各委員の年報酬のほか、活動実績に基づく支給が行えるよう本条例

の一部を改正するもの。

人　事
◆川内村固定資産評価審査委員会委員の選任
　�　固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法第423条第２項及び川内村固定資産評価審査

　委員会条例

　�　第２条に基づき、その定数は３名であるが、その内１名が任期満了になることから、選任の同意

を提案するもの。
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33
専決処分の承認を求めることについて (川内村税条例の
一部を改正する条例について ) 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

34
専決処分の承認を求めることについて（令和３年度川内
村一般会計補正予算（第９号）） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

35
専決処分の承認を求めることについて（令和３年度川内
村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

36 令和４年度川内村一般会計補正予算（第１号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

37
令和４年度川内村介護保険事業勘定特別会計補正予算
（第１号 ) 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

38 川内村健康保険税条例の一部を改正する条例について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

39 川内村林政審議会条例の一部を改正する条例について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

40
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

41
川内村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を
求めることについて 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

村からの行政報告
　それでは、行政報告として３月の定例議会後の村の状況等を報告させていただきます。

　はじめに、要望活動でありますが、５月12日には、東京出張に併せて、新妻復興副大臣、

石井経済産業副大臣に対し、国の責務としての復興・創生支援の継続、原発事故に伴う特

例措置の見直しについて地域に寄り添った丁寧な説明、公平感の持てる運営等６項目に

ついて要望活動を行いました。

　５月25日には、双葉地方町村会として萩
は ぎ う だ

生田経済産業大臣及び末松文部科学大臣に対

し、避難等に伴う精神的損害に係る賠償に関する要望を行いました。また同日、小早川東

京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長に対し、最高裁判所の判決を踏まえ、被

害者の視点に立った親身・迅速な賠償等２項目について要望を行いました。

　５月31日には、原発事故による旧緊急時避難準備区域が設定されました４市町村（川

内村、南相馬市、田村市、広野町）合同で、復興大臣及び内閣府原子力災害現地対策本部長

に対して、医療費の一部負担金等の免除に対する財政支援、来年度以降の高速道路無料措

置の継続、復興に関する補助金等の事業継続及び財源確保等５項目について要望を行い

ました。要望は福島市の福島復興局内で行い、福島復興局の生
おいぬま

沼局長及び辻
つじもと

本原子力災害

現地対策副本部長へ要望書を手交しました。

　６月１日から２日にかけては議長も参加されました双葉地方町村会、双葉地方町村議

会議長会合同で復興庁や経済産業省等８つの省庁と自由民主党東日本大震災復興加速化
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本部に対し避難地域の復興の実現、避難地域の復興に必要な財源の確保等22項目の要望

活動を行いました。

　次にかわうちワインの完成について　でありますが、震災復興、新たな農業への挑戦、

地方創生の取組みの一環として進めて参りましたワイン事業についてですが、今春、村産

ブドウからなるワインが完成したことから、これまでお世話になった県内関係者、議長や

地元の議員約30名が参加し３月16日、かわうちワイナリーにおいてお披露目会が開催

されました。

　この日お披露目したワインは、白ワインの「ヴィラージュ・シャルドネ」とロゼワインの

「リベル・ロゼ・スウィート」の２種類です。事業主体であるかわうちワイン株式会社によ

ると、今年は全体で約11,700本を生産する計画であり、販売については、ワイナリーの

他、村内の酒販店で販売しているほか、近隣自治体の道の駅等での販売、さらにはふるさ

と納税の返礼品として活用する予定であります。

　また、村産ワインが完成したお祝いとして、３月末に、村民各世帯に「ヴィラージュ・ロ

ゼ」を配布、村民皆様にもティスティングしていただいております。

　次に、DX推進室の設置について　でありますが、現在、社会のあらゆる領域でデジタ

ル技術の活用が進んでおり、デジタル化の推進は社会の要請であり避けて通れないもの

であります。国では昨年９月、デジタル庁がスタートし、今後、国や県もこれまで以上に行

政のデジタル化をはじめ地域のデジタル化を通じたDX（デジタル・トランスフォーメー

ション）を進めていくものと思われます。

　村においても、こうした社会の潮流への対応やアフターコロナ、ウィズコロナを見据え

た行政の効率化のため、デジタルによる改革を推進することを目的に、今年４月、DX推

進室を設置、専任職員を配置しました。

　DX推進室では今後、川内村DX推進計画の策定の他、DXの普及・啓蒙活動、行政のデ

ジタル化推進などを進めていくことで、行政及び地域のDXを推進し、住民サービスの向

上を図っていきたいと考えております。

　次に東京電力福島第一原子力発電所視察について　でありますが、４月12日に私を含

む管理職、国、県の職員11名で視察をしてきました。廃炉及び汚染水の処理の取組みを

我々も常に注視しておくことが必要と考え、これまでも定期的に視察をしてきました。東

京電力福島第一原子力発電所の状況につき正確な情報を知ることで村民皆様の不安払拭

を講じていきたいと考えており、今後もタイミングを見て視察を行ってまいりたいと考

えております。

　次に大橋機産株式会社川内第２工場地鎮祭について　でありますが、田ノ入工業団地

に進出いただいている大橋機産株式会社は、昨年５月にコンパクトローダー等の建設機

械の足回り部品を製造する工場を建設、現在まで順調に操業されております。この度、第

２工場を建設することとなり、５月９日に地鎮祭が執り行われました。第２工場では、主

に日本を含む先進国で数多く使用されているミニショベル等の建設機械の油圧部品（ス

イベルジョイント）を生産すると聞いており、そのための一貫工程ラインを整備し、操業

は令和５年春を目標にしていると伺っております。今回、新たに第２工場が建設されるこ
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とにより、本村及び周辺地域への経済波及効果は大きなものと期待しており、また、原発

事故で未だ避難されている若年層の帰還に大きく寄与するものになると期待しておりま

す。

　次に川内村まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について　でありますが、まち・ひと・

しごと創生法第10条の規定に基づき、平成27年、第１期総合戦略を策定しました。令和

２年３月、国・県の総合戦略が改定されたことから、令和３年度において川内村まち・ひ

と・しごと創生総合戦略策定委員会を設置し、見直しを行いました。

　取りまとめにあたっては、議会のご意見も伺い、福島県への意見照会を経て今年３月策

定し、公表したところであります。

教育関係行政報告
　前回以降の教育委員会行政報告をいたします。

　川内小中学園の入学式は７名の新入生を迎えて４月６日に、かわうち保育園の入園式

は６名の新入園児を迎えて４月７日に開催されました。ここで学ぶ子供たちは、こども園

34名、小中学園70名で、昨年同期比５名減となっております。

　一方、入学式後に児童生徒に新型コロナウィルス感染が確認されたことから、４月７日

から臨時休業して校内の消毒を実施するとともに学校医、保健所の指導のもと出席停止

などの必要措置を講じ、前期課程は４月11日から、後期課程は12日から授業を再開して

おります。また、５月21日には小中学園・保育園合同運動会が開催され、好天のもと盛会

裏に終始することができました。

　従来、これらの行事には議員各位や村民多数の参加を賜り、子供たちに励ましを受けて

参りましたが、近年のコロナ禍によって規模、時間、内容等を縮小しての開催になってい

ることにご理解を賜りますようお願いいたします。我が国の感染者は全体的に減少傾向

で、行動制約も緩和されつつあるようですが、学校や児童施設での感染は依然として後を

絶たない情報もあることから、今後も感染予防対策を継続して子供たちの安全を確保し

て参る所存でございます。

　以上で、教育に関する行政報告といたします。
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〇一般質問の内容

通告順 議　員 質 問 事 項

１ 井出　 　茂 １．町分地区景観づくり事業について

２ 久保田 裕樹
１．村内における井戸水等の水質調査について

２．田ノ入工業団地専用水道の維持費について

３ 坪井 　利之

１． 原子力災害被災地域における医療・介護保険料等

減免措置見直し（案）について

２．県道富岡大越線改良工事について

３．多目的屋内運動場の整備について

４ 新妻　 幸子 １．いわなの郷及びキャンプ場の整備について

※一般質問は、一問一答方式で行われ質問者の持ち時間は60分以内で行われました。

一 般 質 問一 般 質 問 ４名の議員が村の考えを質す

村政を問うここを
質す

一般質問

　今定例会の一般質問は、６月９日に行いました。議員４名から７件の通告があり、町分地区景

観づくり事業、井戸水等の水質調査、医療保険の見直し、いわなの郷整備等について質しました。

　各議員からの質問内容は、次のとおりです。

　以下、質問と答弁を登壇した順にお知らせします。
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こ
こ
が

こ
こ
が

聞聞
き
た
い　

議
員

き
た
い　

議
員

４４
名
が
登
壇

名
が
登
壇

等
の
設
置
、桜
等
の
植
栽
計
画
を
要
望

し
た
い
と
考
え
ま
す
が
、村
長
の
考
え

を
伺
い
ま
す
。

答
始
め
に
、
町
分
地
区
景
観
づ
く
り

事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
１

点
目
の
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
具
体
的
な
実

施
計
画
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
り
ま
す

が
、本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、「
町
分
地
区
を
、

歩
き
た
く
な
る
ま
ち
、
住
み
た
く
な
る
ま

ち
、
訪
れ
て
み
た
く
な
る
ま
ち
」
に
し
て

い
き
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

令
和
元
年
６
月
、「
町
分
地
区
景
観
づ

く
り
形
成
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
」
を
制

定
、
委
員
会
を
開
催
し
令
和
２
年
２
月
に

「
町
分
地
区
景
観
づ
く
り
構
想
」
を
策
定

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
令
和
２
年
７
月
か

ら
５
回
に
わ
た
り
委
員
会
を
開
催
、以
降
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
、
地
区
住

民
説
明
会
、
川
内
村
議
会
全
員
協
議
会
で

の
説
明
を
経
て
、
令
和
３
年
３
月
、「
町

分
地
区
景
観
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
条
例
と
は
異
な

り
、
す
で
に
町
分
に
住
ん
で
い
る
人
も
、

移
住
・
定
住
す
る
人
も
、「
み
ん
な
が
守
っ

て
き
た
こ
と
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い

井出　 茂議員

町
分
地
区
景
観
づ
く
り
事
業
に
つ
い

て質
町
分
地
区
景
観
づ
く
り
事
業
は
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
令
和
３
年
３
月

に
策
定
さ
れ
、い
よ
い
よ
実
施
段
階
と

な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
係
し
た
多
く

の
住
民
の
方
々
は
大
変
期
待
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
お
伺
い
し
ま
す
。

①�

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
具
体
的
な
実
施

計
画
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
お
伺
い
し

ま
す
。

②�

木
戸
川
河
川
改
修
工
事
に
よ
り
、木
戸

川
と
川
内
小
中
学
園
の
間
に
適
当
な
空

き
地
が
出
来
ま
し
た
。

　

�

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
に
、新
た
な
フ
ッ

ト
パ
ス
と
し
て
位
置
付
け
し
、ベ
ン
チ

う
地
域
の
意
思
表
明
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
ま
す
。
条
例
化
に
よ
る
縛
り
は
せ
ず
、

町
分
地
区
の
自
然
や
、
水
田
や
水
路
な
ど

の
生
活
生
業
の
風
景
、
伝
統
、
草
花
と
柔

ら
か
な
境
界
、
風
景
に
溶
け
込
む
建
物
を

継
承
し
て
い
く
た
め
の
任
意
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

令
和
３
年
に
供
用
開
始
と
な
っ
た
町
分

住
宅
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
形
で

整
備
さ
れ
て
お
り
、
街
並
み
に
配
慮
し
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
具
体
的
な

実
施
計
画
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
木
戸

川
河
川
改
修
工
事
、
県
道
小
野
富
岡
線
及

び
国
道
３
９
９
号
線
の
道
路
改
良
工
事
な

ど
の
進
捗
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
構
想
で
示

さ
れ
た
各
事
業
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
に
つ

い
て
は
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
進
め
て
参

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

２
点
目
の
、
木
戸
川
河
川
改
修
工
事
に

つ
い
て　

で
あ
り
ま
す
が
、
河
川
区
域
内

に
お
け
る
ベ
ン
チ
等
の
設
置
、
桜
等
の
植

栽
計
画
の
要
望
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す

が
、
原
則
、
災
害
防
止
の
観
点
か
ら
河
川

敷
地
内
及
び
そ
の
周
辺
に
は
河
川
の
流
れ

に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
構
造
物
等
の
設

置
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
一
方
、
議
員
ご
提
案
の
ベ
ン
チ
等

の
設
置
や
桜
等
の
植
栽
な
ど
は
付
近
の
景

観
を
よ
り
魅
力
的
な
も
の
と
考
え
ま
す
。

河
川
管
理
者
と
具
体
的
に
協
議
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

で
き
る
の
か
検
討
し
て
参
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

   

久保田　裕樹議員

村
内
に
お
け
る
井
戸
水
等
の
水
質
調

査
に
つ
い
て

質
村
内
の
飲
料
水
は
、
全
て
家
庭
世

帯
に
お
い
て
井
戸
水
等
で
賄
っ
て

お
り
、
原
発
事
故
以
来
、
世
帯
個
別
の
飲

料
水
に
お
い
て
は
放
射
性
物
質
に
関
す
る

水
質
調
査
を
希
望
に
よ
り
実
施
し
て
い
る

こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
近
年
の
環

境
変
化
に
よ
り
飲
料
水
の
水
質
に
つ
い

て
、
疑
問
視
す
る
意
見
が
村
民
か
ら
寄
せ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
村
内
各
所
に
お

い
て
水
質
検
査
を
定
期
的
に
行
い
、
結
果

を
公
表
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
村
長
の
考

え
を
伺
い
ま
す
。
ま
た
、
併
せ
て
希
望
す

る
世
帯
に
お
い
て
は
、
飲
料
水
検
査
に
係

る
補
助
を
行
う
考
え
は
あ
る
の
か
伺
い
ま

す
。

木戸川の河川整備により、小中学園の西側が広くなり、散策道としての利用やベン
チの設置、植栽等が要望される。
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こ
こ
が

こ
こ
が

聞聞
き
た
い　

議
員

き
た
い　

議
員

４４
名
が
登
壇

名
が
登
壇

久保田　裕樹議員

村
内
に
お
け
る
井
戸
水
等
の
水
質
調

査
に
つ
い
て

質
村
内
の
飲
料
水
は
、
全
て
家
庭
世

帯
に
お
い
て
井
戸
水
等
で
賄
っ
て

お
り
、
原
発
事
故
以
来
、
世
帯
個
別
の
飲

料
水
に
お
い
て
は
放
射
性
物
質
に
関
す
る

水
質
調
査
を
希
望
に
よ
り
実
施
し
て
い
る

こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
近
年
の
環

境
変
化
に
よ
り
飲
料
水
の
水
質
に
つ
い

て
、
疑
問
視
す
る
意
見
が
村
民
か
ら
寄
せ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
村
内
各
所
に
お

い
て
水
質
検
査
を
定
期
的
に
行
い
、
結
果

を
公
表
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
村
長
の
考

え
を
伺
い
ま
す
。
ま
た
、
併
せ
て
希
望
す

る
世
帯
に
お
い
て
は
、
飲
料
水
検
査
に
係

る
補
助
を
行
う
考
え
は
あ
る
の
か
伺
い
ま

す
。

田
ノ
入
工
業
団
地
専
用
水
道
の
維
持

費
に
つ
い
て

質
令
和
元
年
度
並
び
に
２
年
度
に
お

い
て
、
田
ノ
入
工
業
団
地
専
用
水

道
維
持
管
理
費
が
高
額
で
あ
り
ま
す
。
進

出
企
業
の
誘
致
も
遅
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
採
算
に
見
合
わ
な
い
維
持
管
理
に
対

し
村
で
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
る
べ
き
と

考
え
ま
す
が
、村
長
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

答
次
に
、「
田
ノ
入
工
業
団
地
専
用

水
道
の
維
持
費
に
つ
い
て
」
で
あ

り
ま
す
が
、
工
業
団
地
を
造
成
す
る
に
あ

た
り
、
上
水
道
施
設
が
な
い
本
村
に
あ
っ

て
企
業
が
安
心
し
て
進
出
し
て
い
た
だ
く

た
め
に
は
、
当
該
水
道
施
設
が
必
要
と
判

断
し
、
国
の
補
助
金
を
活
用
し
て
整
備
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
工
業
団
地
の
簡
易
水
道
は
、
毎

分
約
50
ℓ
の
地
下
水
を
揚
水
し
、
１
日

当
た
り
約
90
ｔ
の
水
を
供

給
す
る
施
設
で
あ
り
、
本

年
度
の
維
持
管
理
委
託
費

は
、
１
，
７
０
５
万
円
で

管
理
事
業
者
と
契
約
を
結

ん
で
お
り
ま
す
。
業
務
委

託
の
内
容
と
し
て
は
、
保

健
所
の
指
導
に
基
づ
く
各

種
水
質
検
査
の
実
施
や
日

常
点
検
と
し
て
水
質
点

検
、
各
計
器
の
点
検
な
ど

施
設
全
体
の
管
理
と
環
境

整
備
な
ど
を
行
う
業
務
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。ま
た
、

企
業
の
事
業
活
動
に
支
障

が
な
い
よ
う
緊
急
時
の
対

応
を
含
め
３
６
５
日
24
時

間
の
管
理
と
し
て
お
り
ま

す
。

　

現
在
、
工
業
団
地
で
は

２
社
が
操
業
、
当
該
水
道

施
設
を
利
用
し
て
い
る
状

答
1
点
目
の
「
村
内
に
お
け
る
井
戸

水
等
の
水
質
調
査
に
つ
い
て
」
で

あ
り
ま
す
が
、　

村
で
は
こ
れ
ま
で
井
戸

水
等
に
つ
い
て
は
、
村
民
の
皆
さ
ん
か
ら

持
込
ま
れ
た
水
を	

よ
り
厳
格
な
検
査
を

行
う
た
め
、
福
島
県
の
専
門
検
査
機
関
に

て
、毎
週
検
査
を
行
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

事
故
後
の
平
成
23
年
３
月
か
ら
令
和
４
年

５
月
ま
で
の
総
検
体
数
は
９
８
８
検
体
で

あ
り
、す
べ
て
Ｎ
Ｄ
（
検
出
限
界
値
未
満
）

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
一
般
家
庭
に
お
け
る
井
戸
水
の

水
質
検
査
に
つ
い
て
で
す
が
、
法
的
に
は

義
務
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
安
心
と
安
全
を

確
保
す
る
上
で
、
設
置
者
自
ら
が
検
査
を

行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

議
員
が
提
案
さ
れ
て
い
る
定
点
で
の
定

期
的
な
水
質
検
査
に
つ
き
ま
し
て
は
、
改

め
て
ど
の
よ
う
な
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

の
か
確
認
の
上
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取

る
こ
と
が
村
民
皆
様
の
不
安
払
拭
に
な
る

の
か
検
討
し
た
い
と
考
え
ま
す
。　
　

　

ま
た
、
水
質
検
査
へ
の
補
助
制
度
に
つ

き
ま
し
て
は
、
井
戸
水
を
一
般
家
庭
用
の

飲
料
水
と
し
て
用
い
て
い
る
他
自
治
体
の

状
況
を
踏
ま
え
、
検
討
し
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
お
願

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

工業団地の専用水道維持管理費が指摘された田ノ入工業団地。
早急な進出企業の誘致が求められる。
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こ
こ
が

こ
こ
が

聞聞
き
た
い　

議
員

き
た
い　

議
員

４４
名
が
登
壇

名
が
登
壇

生
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
と
危
惧
し
て
お

り
ま
す
。
川
内
村
内
の
解
除
の
時
期
は
統

一
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
う
が
村
の

対
応
を
伺
い
ま
す
。

答
初
め
に
、
原
子
力
災
害
被
災
地
域

に
お
け
る
医
療
・
介
護
保
険
料
等

減
免
措
置
の
見
直
し
（
案
）
に
つ
い
て	

で
あ
り
ま
す
が
今
回
、
国
か
ら
示
さ
れ
た

減
免
措
置
の
見
直
し
の
考
え
方
と
し
ま
し

て
は
、
被
保
険
者
間
の
公
平
性
の
確
保
と

十
分
な
経
過
措
置
を
講
じ
る
観
点
か
ら
、

避
難
指
示
解
除
か
ら
10
年
程
度
で
特
例
措

置
を
終
了
さ
せ
て
い
く
と
い
う
も
の
で

す
。　

　

国
は
避
難
指
示
解
除
の
時
期
に
き
め
細

か
に
配
慮
し
、
見
直
し
対
象
地
域
を
４
グ

ル
ー
プ
に
分
け
て
施
行
し
て
い
く
よ
う
で

す
。
当
村
で
は
こ
れ
ま
で
、
平
成
23
年
、

26
年
、
28
年
と
３
段
階
で
避
難
指
示
区
域

の
解
除
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
の

特
例
措
置
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
平
成

26
年
ま
で
に
解
除
さ
れ
た
地
域
（
第
１
グ

ル
ー
プ
）
と
平
成
28
年
に
解
除
さ
れ
た
地

域
（
第
３
グ
ル
ー
プ
）
と
に
分
け
て
実
施

さ
れ
る
予
定
と
の
こ
と
で
す
。

　

村
か
ら
の
要
望
は
、
①
解
除
の
時
期
で

差
を
つ
け
な
い
、
②
十
分
な
周
知
期
間
を

況
で
あ
り
ま
す
。
引
き
続
き
、
維
持
管
理

費
の
軽
減
及
び
進
出
企
業
の
誘
致
に
努
め

て
参
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

坪井　利之議員

原
子
力
災
害
被
災
地
域
に
お
け
る
医

療
・
介
護
保
険
料
等
減
免
措
置
見
直

し
（
案
）
に
つ
い
て

質
令
和
４
年
３
月
28
日
の
議
会
全
員

協
議
会
に
お
い
て
、
原
子
力
災
害

被
災
地
域
に
お
け
る
医
療
・
介
護
保
険
料

等
減
免
措
置
見
直
し
（
案
）
が
国
か
ら
示

さ
れ
、
川
内
村
は
平
成
26
年
ま
で
に
解
除

さ
れ
た
地
域
の
保
険
料
の
免
除
は
令
和
５

年
半
額
免
除
、
令
和
６
年
特
例
終
了
、
利

用
者
負
担
特
例
は
令
和
７
年
終
了
、
平
成

28
年
に
解
除
さ
れ
た
地
域
の
保
険
料
の
免

除
は
令
和
７
年
半
額
免
除
、
令
和
８
年
特

例
終
了
、
利
用
者
負
担
特
例
は
令
和
９
年

終
了
と
な
り
、
川
内
村
内
で
特
例
終
了
時

期
が
異
な
り
住
民
間
で
の
複
雑
な
感
情
が

置
い
て
も
ら
い
た
い
、
③
激
変
緩
和
措
置

を
設
け
て
も
ら
い
た
い
、
と
要
望
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
復
興
庁
に
申
し
入
れ
を
し

て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
令
和
４
年
度
は
周

知
期
間
と
し
従
前
ど
お
り
減
免
措
置
を
継

続
し
、
令
和
５
年
度
か
ら
順
次
見
直
し
を

行
っ
て
い
く
計
画
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、急
激
な
負
担
増
に
な
ら
な
い
よ
う
、

複
数
年
か
け
て
段
階
的
に
見
直
し
て
い
く

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
保
険
料
の
免
除
に
つ
い
て
は
、

令
和
４
年
度
の
周
知
期
間
の
ち
に
、
令
和

５
年
度
は
１
／
２
免
除
期
間
と
し
、
そ
の

翌
年
令
和
６
年
度
か
ら
は
免
除
が
終
了
に

な
る
予
定
で
す
。

　

窓
口
負
担
（
利
用
者
負
担
）
に
つ
い
て

は
令
和
７
年
度
か
ら
特
例
免
除
措
置
が
終

了
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
の
減
免
措
置
の
見
直
し
は
、
被
保

険
者
間
の
公
平
性
の
確
保
か
ら
避
難
指
示

解
除
か
ら
10
年
で
終
了
さ
せ
て
い
く
と
い

う
も
の
で
、
避
難
指
示
解
除
の
時
期
が
異

な
れ
ば
、
同
じ
自
治
体
内
で
も
解
除
開
始

の
時
期
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
も
の
で

す
。
村
と
し
て
は
、
今
後
地
域
（
住
民
）

に
寄
り
添
っ
た
丁
寧
な
説
明
、
公
平
感
の

持
て
る
制
度
の
運
営
、
減
免
措
置
の
見
直

し
に
よ
る
低
所
得
者
向
け
へ
の
配
慮
（
セ

イ
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
）
や
高
齢
者
を
は
じ

め
と
し
た
被
災
住
民
の
受
診
控
え
問
題
も

懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
対
策
を
し
っ
か
り

要
望
し
て
参
り
ま
す
。

県
道
富
岡
大
越
線
改
良
工
事
に
つ
い

て質
県
道
富
岡
大
越
線
、
下
原
～
柳
橋

区
間
の
道
路
工
事
の
中
断
が
続
い

て
お
り
ま
す
。
現
在
、
土
嚢
を
使
用
し
て

道
路
へ
の
土
砂
の
流
失
を
防
い
で
い
ま
す

が
、
土
嚢
が
有
る
た
め
大
型
自
動
車
と
の

交
差
が
困
難
な
状
況
が
続
い
て
お
り
、
早

期
の
工
事
完
成
を
求
め
る
声
が
多
く
上

が
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
の
工
事
完
成
の

予
定
を
伺
い
ま
す
。

新妻　幸子議員

い
わ
な
の
郷
及
び
キ
ャ
ン
プ
場
の
整

備
に
つ
い
て

質
始
め
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者
が

福
島
県
で
も
収
束
が
進
ま
ず
心
配

し
て
お
り
ま
す
が
、
村
当
局
の
献
身
的
な

対
応
に
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　
本
年
の
大
型
連
休
に
お
け
る
い
わ
な
の

郷
は
、
自
然
豊
か
な
村
の
中
に
お
い
て
ア

ウ
ト
ド
ア
関
係
を
家
族
で
楽
し
め
る
拠
点

と
し
て
各
方
面
か
ら
喜
び
の
声
が
聞
か
れ

て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が

長
時
間
楽
し
め
る
遊
技
場
も
あ
れ
ば
良
い

と
の
意
見
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な

整
備
を
具
体
的
に
進
め
て
い
く
の
か
村
当

局
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

答
「
い
わ
な
の
郷
及
び
キ
ャ
ン
プ
場

の
整
備
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す

が
、
昨
年
、
一
昨
年
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
い
わ
な
の

郷
及
び
キ
ャ
ン
プ
場
の
売
上
げ
は
厳
し
い

も
の
で
し
た
が
、
今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
の
売
上
は
、
3
年
ぶ
り
に
感
染
対

改
良
工
事
が
中
断
し
て
い
る
県
道

富
岡
大
越
線
、下
原
～
柳
橋
区
間
。

土
の
う
の
設
置
に
よ
り
幅
員
が
狭

く
対
面
通
行
で
大
型
車
と
交
差
が

困
難
と
指
摘
さ
れ
た
。
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こ
こ
が

こ
こ
が

聞聞
き
た
い　

議
員

き
た
い　

議
員

４４
名
が
登
壇

名
が
登
壇

答
２
点
目
の
、
県
道
富
岡
大
越
線
改

良
工
事
に
つ
い
て　

で
あ
り
ま
す

が
、
議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
下
原
か
ら
柳

橋
間
の
工
事
が
中
断
さ
れ
て
お
り
大
型
自

動
車
と
の
交
差
が
困
難
な
状
況
が
続
い
て

お
り
、ご
不
便
を
お
掛
け
し
て
お
り
ま
す
。

事
業
主
体
で
あ
り
ま
す
福
島
県
相
双
建
設

事
務
所
へ
問
い
合
わ
せ
を
行
い
ま
し
た
と

こ
ろ
、
現
在
主
要
地
方
道
小
野
富
岡
線
の

改
良
を
最
優
先
と
し
て
整
備
を
行
っ
て
お

り
、
県
道
富
岡
大
越
線
に
つ
い
て
は
順
次

整
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
完
成
の
時

期
は
明
確
に
お
伝
え
出
来
な
い
旨
の
回
答

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

村
と
し
ま
し
て
も
、
県
道
富
岡
大
越
線

は
重
要
な
路
線
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
早
期
に
完
成
し
て
頂
け
る
よ

う
に
引
き
続
き
要
望
活
動
を
行
っ
て
参
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

多
目
的
屋
内
運
動
場
の
整
備
に
つ
い

て質
雨
な
ど
の
悪
天
候
で
も
グ
ラ
ン
ド

ゴ
ル
フ
や
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
な
ど

様
々
な
運
動
が
行
え
、
ま
た
防
災
拠
点
に

な
り
え
る
多
目
的
屋
内
運
動
場
の
必
要
性

に
つ
い
て
は
十
分
理
解
し
て
い
た
だ
き
、

財
源
確
保
や
施
設
の
規
模
な
ど
様
々
な
問

題
を
精
査
し
た
う
え
で
検
討
し
て
行
く
と

の
事
で
し
た
。

　
そ
こ
で
現
在
あ
る
施
設
を
有
効
利
用
す

る
事
で
早
期
整
備
が
可
能
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
提
案
い
た
し
ま
す
。
旧
川

内
中
学
校
体
育
館
を
再
利
用
し
人
工
芝
な

ど
を
設
置
す
る
こ
と
で
ス
ポ
ー
ツ
や
防
災

拠
点
な
ど
の
多
目
的
な
使
用
が
可
能
と
な

り
、
ま
た
財
源
確
保
な
ど
の
問
題
も
少
な

か
ら
ず
解
消
し
整
備
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
が
村
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

答
３
点
目
の
多
目
的
屋
内
運
動
場
の

整
備
に
つ
い
て
、
で
あ
り
ま
す
が　

旧
川
内
中
学
校
体
育
館
再
利
用
の
提
案
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
義
務
教
育
学
校

「
川
内
小
中
学
園
」
設
置
に
伴
い
、
当
時

の
川
内
小
学
校
と
川
内
中
学
校
を
令
和
３

年
３
月
31
日
付
で
廃
校
す
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
平
成
31
年
１
月
に
庁
内
に
「
川
内
村

公
用
施
設
等
利
活
用
方
針
検
討
委
員
会
」

を
設
置
し
て
、
廃
止
予
定
公
用
施
設
の
利

活
用
等
に
つ
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
ま
し

た
。

　

ご
提
案
の
旧
中
学
校
体
育
館
の
再
利
用

に
つ
い
て
も
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
ど
う
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
検
討
し
て
参
り
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

新妻　幸子議員

い
わ
な
の
郷
及
び
キ
ャ
ン
プ
場
の
整

備
に
つ
い
て

質
始
め
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者
が

福
島
県
で
も
収
束
が
進
ま
ず
心
配

し
て
お
り
ま
す
が
、
村
当
局
の
献
身
的
な

対
応
に
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　
本
年
の
大
型
連
休
に
お
け
る
い
わ
な
の

郷
は
、
自
然
豊
か
な
村
の
中
に
お
い
て
ア

ウ
ト
ド
ア
関
係
を
家
族
で
楽
し
め
る
拠
点

と
し
て
各
方
面
か
ら
喜
び
の
声
が
聞
か
れ

て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が

長
時
間
楽
し
め
る
遊
技
場
も
あ
れ
ば
良
い

と
の
意
見
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な

整
備
を
具
体
的
に
進
め
て
い
く
の
か
村
当

局
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

答
「
い
わ
な
の
郷
及
び
キ
ャ
ン
プ
場

の
整
備
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す

が
、
昨
年
、
一
昨
年
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
い
わ
な
の

郷
及
び
キ
ャ
ン
プ
場
の
売
上
げ
は
厳
し
い

も
の
で
し
た
が
、
今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
の
売
上
は
、
3
年
ぶ
り
に
感
染
対

多目的屋内運動場として提案された、旧川内中学校
体育館。旧施設の利用は今後決定される予定。
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こ
こ
が

こ
こ
が

聞聞
き
た
い　

議
員

き
た
い　

議
員

４４
名
が
登
壇

名
が
登
壇

策
の
行
動
制
限
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

も
、
い
わ
な
の
郷
は
前
年
比
約
１
５
０
％

の
売
上
と
な
り
、
お
陰
様
で
大
盛
況
で
あ

り
ま
し
た
。

　

今
後
の
い
わ
な
の
郷
の
整
備
に
つ
き
ま

し
て
は
、
昨
今
の
ア
ウ
ト
ド
ア
志
向
に
よ

り
キ
ャ
ン
プ
等
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
お

り
、
い
わ
な
の
郷
に
お
い
て
も
キ
ャ
ン
プ

サ
イ
ト
の
利
用
者
が
増
加
し
て
お
り
ま

す
。
今
後
、
い
わ
な
の
郷
の
キ
ャ
ン
プ
場

エ
リ
ア
の
整
備
を
進
め
た
い
と
考
え
て
お

り
、
具
体
的
に
は
、
令
和
5
年
度
に
お
い

て
林
道
に
面
し
た
駐
車
場
に
キ
ャ
ン
プ
サ

イ
ト
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ハ
ウ
ス
、
洗
い
場

等
を
補
助
事
業
に
よ
り
整
備
す
る
こ
と
を

検
討
し
て
お
り
ま
す
。
令
和
6
年
度
以
降

に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
や
施
設
利
用

者
の
意
見
を
参
考
に
検
討
し
て
参
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
利
用
者
増
加
に
よ
り
、

今
後
、村
の
整
備
に
期
待
が
か
か
る
。

５
月
の
連
休
で
は
大
勢
の
観
光
客
で
利
用

さ
れ
た
、い
わ
な
の
郷
体
験
交
流
館
広
場
。

福島県町村議会議長会から表彰されました。
渡邉 一夫議長、井出 茂議員が

　令和４年６月３日に開催されました福島県町村議会議長会
の定期総会で本村議員の２名が次の表彰を受賞しました。

【自治功労者】
町村議会議長としての功労　渡邉一夫　議長

【特別功労者】
町村議会議員としての功労　井出　茂　議員

　お二人の長年議員としての功績を称え、今回、福島県町村議
会議長会より表彰されたものです。
　表彰されましたみなさん、誠におめでとうございます。

渡
邉 

一
夫　
議
長

井
出　
茂　
議
員
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◎請願・陳情について
　前回以降の請願・陳情の受理件数は４件で、委員会で次の２件が採択されました。
　・国民の祝日「海の日」を７月２０日に固定化する意見書を求める陳情
　・ 「国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支

援を求める意見書」の提出を求める陳情

【令和 3年度　双葉地方町村議会議員研修会が開催】
　
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
延
期
さ
れ
て
い
ま
し

た
、標
記
の
研
修
会
が
令
和
４
年
５
月
24
日（
火
）に

富
岡
町
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
学
び
の
森
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
研
修
会
は
双
葉
郡
の
町
村
議
員
を
対
象
に
し

た
も
の
で
、本
村
か
ら
は
全
議
員
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
研
修
内
容
は
、早
稲
田
大
学
法
学
部
教
授　
森
本

英
香
氏
に
よ
る
「
福
島
復
興
と
２
０
５
０
年
カ
ー
ボ

ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
」の
演
題
で
講
義
さ
れ
ま
し
た
。

　
森
本
氏
は
環
境
省
大
臣
官
房
長
、原
子
力
規
制
庁

次
長
、環
境
事
務
次
官
等
を
歴
任
さ
れ
た
方
で
、現

在
、私
達
の
身
近
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

環
境
問
題
、Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
、カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

（
脱
炭
素
）
を
は
じ
め
、地
球
温
暖
化
に
よ
る
気
候
変

動
、ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
問
題
、脱
炭
素
社
会
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
や

震
災
後
の
本
県
復
興
に
対
す
る
考
え
方
を
分
か
り
や

す
く
講
義
さ
れ
ま
し
た
。

森本　英香 氏

研修会に参加した村議員
及び双葉郡の町村議員

表
紙
の
紹
介

　
表
紙
の
写
真
は
、村
民
の
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
日
本
の
観
光
名
所

の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
す
。宮
島
や
首
里
城
、金
閣
寺
や
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
等

が
写
っ
て
い
ま
す
が
、他
に
も
五
重
塔
や
小
峰
城
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
作
品
は
上
川
内
字
北
田
の
猪
狩
文
信
さ
ん
が
、全
て
一
人
で

制
作
し
た
も
の
で
す
。コ
ロ
ナ
禍
の
中
、仕
事
の
合
間
に
制
作
さ
れ
た

作
品
群
は
塗
装
ま
で
完
璧
に
仕
上
げ
ら
れ
、と
て
も
手
作
り
と
は
思

え
な
い
作
品
で
す
。村
民
の
皆
さ
ん
も
一
度
鑑
賞
に
訪
れ
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

　
猪
狩
さ
ん
は
、い
つ
で
も

皆
さ
ん
の
ご
訪
問
を
お
待
ち

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
素
晴
ら
し
い
作
品
を
鑑
賞

し
、是
非
癒
さ
れ
て
く
だ
さ

い
。

　
場
所
は
、第
二
行
政
区
集

会
所
の
す
ぐ
近
く
で
す
。

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
側
）
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川内村議会

請
願
と
陳
情
の
方
法
は…

　

近
年
、
請
願
や
陳
情
が
増
え
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
請
願
書
や
陳

情
書
は
議
会
に
提
出
す
る
公
式
な

書
類
で
す
か
ら
、
法
律
的
に
定
め

ら
れ
た
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
形
式

的
要
件
と
い
い
、
こ
の
要
件
を
満

た
し
て
い
な
い
た
め
受
理
さ
れ
な

い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
の
で
、
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

◆
請
願
書
の
書
き
方

①
表
紙
に
請
願
の
表
題
と
紹
介
議

　員
の
証
明
捺
印

②
次
頁
か
ら
件
名
、
請
願
の
趣
旨

　（理
由
）、
請
願
年
月
日
、
請
願

　者
の
住
所
氏
名
（
請
願
者
は
複

　数
で
も
可
）
捺
印

③
最
後
に
、
議
会
議
長
〇
〇
〇
様

　と
記
載
す
る

　以
上
の
形
式
的
要
件
を
ひ
と
つ

で
も
欠
い
て
い
る
場
合
は
、
受
理

さ
れ
ま
せ
ん
。

　な
お
、
受
付
の
締
切
り
は
、
各

定
例
議
会
開
催
月
の
前
月
末
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
村
の
定
例
議
会

の
開
催
月
は
三
月
、
六
月
、
九
月
、

十
二
月
で
す
か
ら
、
締
切
り
は
二

月
、
五
月
、
八
月
、
十
一
月
の
各

月
末
と
な
り
ま
す
。

　

◆
陳
情
書
の
書
き
方

　陳
情
書
に
は
議
員
の
紹
介
は
い

り
ま
せ
ん
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は

請
願
書
と
同
じ
で
す
。
な
お
、
陳

情
は
議
員
で
の
採
択
は
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

な
る
べ
く
請
願
で
出
す
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　◆
様

　式

　請
願
書
は
次
の
様
式
で
作
成
し

て
く
だ
さ
い
。

令
和


